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問合せ　エネルギー産業政策課189-2187

一般海域における洋上風力発電事業の一般海域における洋上風力発電事業の 
選定状況と地域貢献策について選定状況と地域貢献策について 

一般海域における洋上風力発電事業の 
選定状況と地域貢献策について 

洋上風力発電特集 洋上風力発電特集 

　「八峰町及び能代市沖」は３回の法定協議

会の後、漁業影響評価に関する実務者会議

が開かれました。現在は、公募の手続きの準

備段階に進んでいます。 

八峰町及び能代市沖八峰町及び能代市沖 八峰町及び能代市沖八峰町及び能代市沖 八峰町及び能代市沖 

　「能代市、三種町及び男鹿市沖」の公募は

５月27日に締め切られました。現在は、事

業者選定に向け、国の審査など、最終段階に

進んでいます。 

能代市、能代市、三種町及び男鹿市沖三種町及び男鹿市沖 能代市、能代市、三種町及び男鹿市沖三種町及び男鹿市沖 能代市、三種町及び男鹿市沖 

千葉県 
銚子市沖 

長崎県五島市沖 

八峰町及び能代市沖 

能代市、三種町 
及び男鹿市沖 

由利本荘市沖 
（北側・南側） 

促進区域に指定されている区域 

◆
能
代
市
沖
は
２
区
域
で 

促
進
区
域
に
指
定 

　
平
成
31
年
４
月
、内
閣
府
、経
済

産
業
省
、
国
土
交
通
省
で
提
出
し

た
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
再

エ
ネ
海
域
利
用
法
）」が
施
行
さ
れ

ま
し
た
。 

　
一
般
海
域
の
占
用
期
間
を
最
大

30
年
間
ま
で
可
能
と
し
た
ほ
か
、

実
現
す
る
た
め
の
統
一
的
ル
ー
ル

や
、海
運
業
、漁
業
な
ど
の
海
域
利

用
と
の
調
整
枠
組
み
等
を
整
備
し

た
も
の
で
、
国
で
は
要
件
の
適
合

状
況
に
よ
り「
促
進
区
域
」、「
有
望

な
区
域
」
、「
既
に
一
定
の
準
備
段

階
に
進
ん
で
い
る
区
域
」
に
整
理

し
て
い
ま
す
。 

　
現
在
、
洋
上
風
力
発
電
に
向
け

た
要
件
を
満
た
す「
促
進
区
域
」に

は
、
５
区
域
が
指
定
を
受
け
て
お

り
、そ
の
う
ち
、「
能
代
市
、三
種
町

及
び
男
鹿
市
沖
」「
八
峰
町
及
び
能

代
市
沖
」
の
２
区
域
に
能
代
市
沖

が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。　 

 

◆
選
定
事
業
者
に
よ
る 地

域
貢
献
策 

　
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
に
基
づ
い

て
促
進
区
域
ご
と
に
示
さ
れ
る
公

募
占
用
指
針
に
よ
り
、
事
業
者
は

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
し
た
公
募

占
用
計
画
を
提
出
す
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。そ
の
評
価
と
し
て
、事
業

実
現
性
に
関
す
る
評
価
項
目
と
供

給
価
格
が
あ
り
、
事
業
実
現
性
に

関
し
て
は
、「
事
業
の
実
施
能
力
」

と
「
地
域
と
の
調
整
や
事
業
の
波

及
効
果
」
と
い
う
観
点
か
ら
評
価

さ
れ
、
事
業
者
が
選
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。 

　
市
で
は
、
選
定
事
業
者
に
対
し

て
、
建
設
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

時
に
お
け
る
最
大
限
の
地
元
企
業

の
活
用
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、

事
業
者
選
定
後
の
再
エ
ネ
海
域
利

用
法
に
基
づ
く
協
議
会
に
お
い
て
、

地
域
貢
献
策
を
協
議
し
て
い
き
ま

す
。 


